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第２１７回 教 育 研 究 評 議 会 要 録 

 

日 時  令和５年３月１５日（水） １２時５８分～１５時０２分 

場 所  遠隔会議：仮第一会議室，各研究室等 

出席者  榊理事長，今岡学長，榎本理事，藤原副学長，久保副学長，西村副学長，黒子副学長， 

遊佐副学長，中山文学部長，山内理学部長，中山生活環境学部長，藤田工学部長， 

鈴木広光評議員，吉田容子評議員，酒井評議員，柳沢評議員，鈴木則子評議員，高田評議員， 

柳澤評議員，吉田哲也評議員 

欠席者  渡邊人間文化総合科学研究科長 

列席者   三野監事，大久保監事，三谷監事，林総務課長，望月企画課長，川村人事課長，幸田財務課長， 

太田施設課課長補佐，横井情報課長/学術情報課長，濵田国際課長，米谷研究協力課長， 

鱸学務課長，桑原学生生活課長，早川入試課長，岩阪監査室長 
議 長  今岡学長 

  

 議事に先立ち，前回の記録を確認。 

 

Ⅰ 審議事項 

１．諸規程等の制定等について  

（１）奈良国立大学機構国際戦略センター設置に伴う規程等の制定，廃止並びに一部改正について 

国際課長から，資料１により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に付議すること

とした。 

 

（２）奈良国立大学機構国際戦略センター設置に伴う規程等の一部改正について 

総務課長から，資料２により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に付議すること

とした。 

 

（３）奈良教育大学教育研究支援機構の廃止に伴う規程の一部改正について 

総務課長から，資料３により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に付議すること

とした。 

 

（４）奈良国立大学機構における職員の旧姓及び通称の使用等に関する取扱要項の制定について 

人事課長から，資料４により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に付議すること

とした。 

 

（５）奈良国立大学機構職員給与規程の一部改正について 

人事課長から，資料５により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に付議すること

とした。 

 

（６）奈良国立大学機構大学院担当手当支給細則の一部改正について 

人事課長から，資料６により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に付議すること

とした。 

 

（７）奈良国立大学機構における職員の初任給，昇格及び昇給等に関する細則の一部改正について 

人事課長から，資料７により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に付議すること

とした。 

 

（８）奈良女子大学教員の個人評価実施要項の一部改正について 

人事課長から，資料８により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に付議すること
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とした。 

 

（９）奈良女子大学学則の一部改正について 

学務課長から，資料９により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，令和５年４月１日付け

で施行することとした。 

 

（１０）奈良女子大学公欠・忌引の扱いについて（申合せ）の一部改正について 

学務課長から，資料１０により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，本日付けで施行し，

令和５年３月１日付けで適用することとした。 

 

２．附属学校教員及び事務系職員の定年引上げについて 

人事課長から，資料１１により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認し，役員会に付議するこ

ととした。 

 

３．奈良県内国公立高等教育・研究機関における連携・協力に関する協定の締結について 

  榎本理事から，資料１２により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

 

４．名誉教授称号付与について 

学長から，令和５年３月３１日付けで退職する教授の名誉教授称号授与について，資料１３のとおり

候補者の推薦があり，執行役会において名誉教授称号授与資格について確認した旨の報告の後，各学部

長から，各推薦者の功績調書について説明があった。審議の結果，候補者全員出席者の３分の２以上の

賛成を得たため，これを承認した。 
 

 [名誉教授称号授与者] 
 〇名誉教授称号授与規程第２条に係る者 
研究院（人文科学系）教授    佐原 康夫 （令和５年４月１日付 称号授与） 
研究院（自然科学系）教授    林田 佐智子（令和５年４月１日付 称号授与） 
研究院（自然科学系）教授    佐伯 和彦 （令和５年４月１日付 称号授与） 
研究院（自然科学系）教授    山下 靖  （令和５年４月１日付 称号授与） 
研究院（生活環境科学系）教授  井上 洋一 （令和５年４月１日付 称号授与） 

 
なお，生活環境学部長から，学部において名誉教授称号の推薦辞退者がおり，その理由として，名誉

教授称号授与の手続きにおいて，教育上または学術上功績を挙げてきた者に対して，教育研究評議会構

成員の一定数以上の賛成を必要とすることは適切でないのではないかとの意見があった旨の報告があり，

学長から様々な意見・方法があることを踏まえ，今後検討する旨の発言があった。 
 

５．奈良女子大学国際親善教授称号付与について 

学長から，資料１４により説明があり，審議の結果，上野 邦一氏の国際親善教授の称号付与期間に

ついて，令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで更新することとした。 

 

６．奈良女子大学古代学特別教授称号付与について 

学長から，資料１５により説明があり，審議の結果，舘野 和己氏の古代学特別教授の称号付与期間

について，令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで更新することとした。 

 

７．創立百二十周年記念事業に向けた年史作成準備 

  藤原副学長から，資料１６により説明があり，審議の結果，原案のとおり承認した。 

  高田評議員から，周年募金を立ち上げる際は，募金をお願いされる側が積極的に協力しようと思える

内容を示す必要がある旨の意見があった。 
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８．メディア授業の定義（授業の実施形態と単位の考え方）について 

学務課長から，資料１７及び参考資料１により説明があり，審議の結果，一部文言を修正することと

した上で承認した。 

 

９．その他 

高田評議員から，大学ホームページに掲載されている特任教員の募集要項に関して質問があり，一部

記載内容について改善の余地があるのではないかとの意見があった。  

 

Ⅱ 報告事項 

１．第２０回役員会について 

学長から，資料１８により報告があった。また，総務課長から，理事長選考・監察会議からの報告事

項について説明があった。 

   

２．国大協通常総会について 

榎本理事から，資料１９により報告があった。 

 

３．令和５年度「成果を中心とする実績状況に基づく配分」について 

榎本理事から，資料２０により報告があった。 

 

４．両大学における連携の取組状況について 

榎本理事から，資料２１により報告があった。 

 

５．福井大学大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科からの脱退について 

   西村副学長から，福井大学大学院福井大学・奈良女子大学・岐阜聖徳学園大学連合教職開発研究科に

ついて，２月２０日の連合教職開発研究科の協議会において，本学からの申出により令和５年度末で脱

退することが承認された旨の報告があった。また，令和５年度に本学を拠点校とする博士前期課程の学

生２名については，修了するまで責任を持って対応する旨の説明があった。 

 

６．奈良女子大学文学部規程の一部改正について 

文学部長から，資料２２により報告があった。 

 

７．奈良女子大学理学部規程の一部改正について 

理学部長から，資料２３により報告があった。 

 

８．奈良女子大学生活環境学部規程の一部改正について 

   生活環境学部長から，資料２４により報告があった。 

 

９．奈良女子大学工学部規程の一部改正について 

工学部長から，資料２５により報告があった。 

 

１０．奈良女子大学大学院人間文化総合科学研究科規程の一部改正について 

高田評議員から，資料２６により報告があった。 

 

１１．令和５年度学内役職者について 

学長から，資料２７により報告があった。 
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１２．その他 

理事長から，次期大学総括理事の選考方法の検討状況及び今後のスケジュールについて報告があった。 

   黒子副学長から，追加資料により，「改正障害者差別解消法の施行に向けて」の全学研修について周知

及び受講依頼があった。 

   遊佐副学長から，３月３日に発生した情報セキュリティインシデントについて，経緯，影響，対応等

について報告があった。 

   今年度末で退任する構成員及び列席者から，退任挨拶があった。 
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